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児玉地区小児救急医療支援事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 県は、児玉地区第二次救急医療圏（本庄市、美里町、神川町及び上里

町）における小児救急医療体制の充実を図るための事業に要する経費に対し、

予算の範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則（昭

和４０年埼玉県規則第１５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱に定めるところによる。 

 

（補助対象事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、児玉地区第二次救急医療圏の小児救急医療

体制の充実を図るため、児玉地区の１市３町（本庄市、美里町、神川町及び上

里町。以下「補助事業者」という。）が実施する次の事業とする。 

（１）小児救急医療後方支援事業 

   児玉地区第二次救急医療圏における小児二次救急輪番病院である病院 

  （深谷赤十字病院、行田総合病院及び熊谷総合病院）以外で児玉地区第 

  二次救急医療圏からの小児救急患者を受け入れている病院への補助事業 

（２）救急医療適正利用普及啓発事業 

   家庭での救急対応知識の普及啓発、医療機関への適正受診を普及啓発 

  する事業 

（３）休日急患診療所機能強化検討事業 

   本庄市休日急患診療所の機能強化を図るため、検討委員会等を設置し 

  て、必要な調査や検討を行う事業 

（４）小児救急医療支援その他事業 

   上記（１）から（３）のほか、児玉地区の小児救急医療体制の充実を 

  図るために知事が必要と認める事業 

 

（補助額の算定方法） 

第３条 前条の経費に対する補助額は、次により算出するものとする。ただし、

算出された補助額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。 

（１）小児救急医療後方支援事業 

   次の表の第２欄に定める対象経費の実支出額と第１欄に定める基準額

とを比較して少ない方の額に１／３を乗じて得た額と、市町の補助する額

に１／２を乗じて得た額を比較して少ない方の額とする。 



１ 基準額 ２ 対象経費  

 下記(1)及び(2)の合計額を基準額

とする。 

(1) 休日昼間（午前９時から午後６ 

 時まで） 

   41,148 円×診療日数 

(2) 夜間（午後６時から翌日午前９ 

 時まで) 

  60,930 円×診療日数 

 

(注) 

(1) 診療日は、原則として上記(1)及 

 び(2)に記載された時間ごとに１ 

 日とする。 

(2) 休日とは、日曜日、国民の祝日 

 に関する法律に定める祝日及び休 

 日並びに年末年始の日（12 月 29 

 日から 12 月 31 日まで及び１月２ 

 日から１月３日まで）とする。  

 小児救急患者の受入れに必要な

次に掲げる経費 

(1) 給与費（常勤職員給与費、非常

勤職員給与費、法定福利費等） 

(2) 報償費（医師雇上謝金） 

 

 

 

（２）救急医療適正利用普及啓発事業 

   次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額

と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額（差引事業費）とを比

較して最も少ない方の額に１／２を乗じた額とする。 

１ 基準額 ２ 対象経費 

 １事業当たり 

    454,000 円 

 家庭での救急対応知識の普及

啓発事業、医療機関への適正受

診の普及啓発事業を実施するた

めに必要な次の経費 

(1)報償費（講師謝金） 

(2)旅費 

(3)需用費（消耗品費、印刷製本

費） 

(4)役務費（託児保育士報酬、広

告料） 

(5)委託料 

(6)使用料及び賃借料 



 

(注) 

  講師への報償費の上限は１ 

 人、１回当たり50,000円とす 

 る。  

 

（３）休日急患診療所機能強化検討事業 

   次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額

と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額（差引事業費）とを比

較して最も少ない方の額に１／２を乗じた額とする。 

１ 基準額 ２ 対象経費 

 １か所当たり 

   248,000 円 

 休日急患診療所の機能強化の検

討に必要な次の経費 

(1)報償費（委員謝金） 

(2)旅費 

(3)需用費（消耗品費、食糧費） 

(4)役務費（通信運搬費） 

(5)使用料及び賃借料 

 

（４）小児救急医療支援その他事業 

   次の表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額

と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額（差引事業費）とを比

較して最も少ない方の額に１／２を乗じた額とする。  

１ 基準額 ２ 対象経費 

 知事に協議して定めた額  児玉地区の小児救急医療体制の

充実を図るために知事が必要と認

める事業を実施するために必要な

次の経費 

(1)報酬 

(2)給料 

(3)職員手当等 

(4)共済費 

(5)賃金 

(6)報償費 

(7)旅費 

(8)需用費（消耗品費、印刷製本

費） 

(9)役務費（通信運搬費、広告料） 



(10)委託料 

(11)使用料及び賃借料 

 

（交付の条件） 

第４条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合（軽微

な変更は除く。）は、知事の承認を受けなければならない。 

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けなければな

らない。 

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難と

なった場合には、速やかに知事に報告してその指示を受けなければならな

い。 

（４）補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとす 

  る。 

  ア 補助事業者が地方公共団体の場合 

    補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明かにした様式第５号 

   による調書を作成し、これを事業の完了の日（事業の中止又は廃止の 

   承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後 

   ５年間保管しておかなければならない。 

  イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合 

    事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び 

   支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の 

   完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を 

   受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならな 

   い。 

（５）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る 

  消費税仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含 

  む。）には、様式第６号により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属す 

  る年度の翌々年度６月３０日までに知事に報告しなければならない。 

   なお、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、 

  当該仕入控除税額を県に返還しなければならない。 

（６）補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはな

らない。 

 

（申請書の様式等） 

第５条 規則第４条第１項の申請書の様式は、様式第１号のとおりとする。 

２ 規則第４条第１項の申請書の提出期限は、別に定めることとし、その提出



部数は１部とする。 

 

（記載事項） 

第６条 規則第４条第２項第１号から第４号までに掲げる事項に係る書類の

添付は要しない。 

２ 規則第４条第２項第５号に規定する知事の定める事項は、次のとおりとす

る。 

（１）当該事業に係る歳入歳出予算書抄本（当該補助事業の支出予定額を備考

欄に明記すること。） 

（２）その他参考となる資料 

 

（交付決定通知書の様式） 

第７条 規則第７条の交付決定通知書の様式は、様式第２号のとおりとする。 

 

 （変更交付申請手続） 

第８条 この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更する 

 ため変更交付申請を行う場合には、第６条及び第７条に準じた手続きによ 

 り行うものとする。 

 

 （補助金の概算払） 

第９条 知事は、必要があると認めるときは、予算額の範囲内において概 

 算払をすることができる。 

 

（遂行状況報告） 

第１０条 補助事業者は、知事の要求があったときは、補助事業の遂行状況に

ついて、当該要求に係る事項を書面で知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告書の様式） 

第１１条 規則第１３条の実績報告書の様式は、様式第３号のとおりとする。 

 

 （添付書類） 

第１２条 規則第１３条の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければ

ならない。 

（１）事業実績明細書 

（２）歳入歳出決算（見込）書の抄本 

（３）その他参考となる書類 

 



 （実績報告書の提出時期） 

第１３条 規則第１３条の実績報告書の提出時期は、補助事業完了（補助事業

の廃止又は事業年度完了の場合を含む。）後３０日以内、又は補助金交付申請

の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までとする。 

 

 （確定通知書の様式） 

第１４条 規則第１４条に規定する確定通知書の様式は、様式第４号のとお

りとする。  

 

 （補助金の返還） 

第１５条 知事は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の金額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超え

る部分について返還を命ずるものとする。 

 

 （暴力団の排除）   

第１６条 補助事業者は、別添記載の暴力団排除に関する誓約事項について補

助金の交付申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれ

に同意したものとする。 

２ 知事は、補助事業者が同意した前項の誓約事項が虚偽であり、又はこの誓

約に反したことが判明した場合、当該補助金の交付の決定の全部若しくは一

部を取り消し、又は変更することができる。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 



 別添 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、また、補助事業の実施

期間内及び完了後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約しま

す。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益

を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 

  

記 

 

（１）法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（埼玉県暴力団排除

条例（平成 23 年埼玉県条例第 39 号）第２条第１号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）であるとき又は法人等の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実

質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同条例第２条第

２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき。  

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしてい

るとき。  

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しく

は関与しているとき。  

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に

非難されるべき関係を有しているとき。  

（５）補助事業を実施するに当たり、法人等が、第三者と委託契約その他の契

約（以下「委託契約等」という。）を締結する場合に、その相手方が（１）

から（４）までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締

結したと認められるとき。 

（６）補助事業を実施するに当たり、法人等が、（１）から（４）までのいず

れかに該当する第三者と委託契約等を締結する場合（（５）に該当する場合

を除く。）に、埼玉県が法人等に対して当該委託契約等の解除を求め、法人

等がこれに従わなかったと認められるとき。 

 


